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会 次 第 

 

 

１ 開会のことば 

２ 霧島市長あいさつ 

３ 委員紹介 

４ 会長選出 

５ 会長あいさつ 

６ 啓発センターの紹介 

７ 審議 

① 平成２６年度事業経過報告について 

 

② 平成２７年度人権啓発センター運営方針（案）について 

 

③ 平成２７年度人権啓発センター事業計画（案）について 

 

④ 人権啓発センター改修工事に向けての経過報告について 

 

⑤ その他 

 

８ 閉会のことば 

 



審議事項① 

平成２６年度事業経過報告 

１ 社会調査及び研究事業 

世帯数及び人口 

＜霧島市＞                     平成２７年４月１日現在 

世帯数 男 女 合計 

５９，２８６ ６０，８４６ ６５，９９６ １２６，８４２ 

＜隼人町＞ 

世帯数 男 女 合計 

１７，５５９ １８，２１４ １９，８２２ ３８，０３６ 

＜校区＞ 

世帯数 男 女 合計 

５，５５０ ５，９２０ ６，４１８ １２，３３８ 

＜地域＞ 

世帯数 男 女 合計 

２１３ ２１０ ２４０ ４５０ 

 

＜地域の年齢別人口＞ 

年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 

0－4 ９ ７ １６ 50－54 １７ １５ ３２ 

5－9 ７ １３ ２０ 55－59 ２２ ２６ ４８ 

10－14 １１ １２ ２３ 60－64 １８ ２６ ４４ 

15－19 ９ ６ １５ 65－69 ２０ ２０ ４０ 

20－24 ４ ５ ９ 70－74 １５ １５ ３０ 

25－29 ７ １０ １７ 75－79 １３ １３ ２６ 

30－34 １２ １２ ２４ 80－84 ３ ９ １２ 

35－39 １６ １５ ３１ 85－89 ２ ８ １０ 

40－44 １４ １０ ２４ 90以上 ０ ５ ５ 

45－49 １１ １３ ２４ 合計 ２１０ ２４０ ４５０ 

 

＜地域の就学状況＞ 

 小学校 中学校 高校 

男 女 合計 男 女 合計 男 女 合計 

１年 １ ６ ７ ６ ５ １１ ２ １ ３ 

２年 ２ １ ３ ３ ３ ６ ２ ５ ７ 

３年 ４ ３ ７ ５ ０ ５ １ １ ２ 

４年 ３ １ ４       

５年 ２ １ ３       

６年 １ ３ ４       

合計 １３ １５ ２８ １４ ８ ２２ ５ ７ １２ 



２ 相談事業                       

事業区分 延べ回数 延べ人員 備考 

（１）職業相談 １８回 ５３人 求職相談・雇用手続き相談 

（２）生活相談 ６７回 
４５人 

１７人 

窓口代理納入依頼 

その他の相談 

（３）健康相談 １回 １人 地域民生委員と連携 

（４）人権相談 ３回 ３人  

（５）教育相談 5回 5人  

（６）地域巡回相談 ４回 １０８人 安心見守り・介護〈地域民生委員・公民会等〉 

 

３ 啓発・広報活動事業 

事業区分・事業内容 対象者 開催日 参加人員 

（１） 

部落解放第 10 回霧島市研究集会 

＊朗読劇 

｢結婚差別を乗り越えて｣ 

＊講演 

「姿なき挑戦者に勝つために」 

＊講師  川極 悟さん 

受講生・講師 

・地域住民・市

職員・一般住民 

2015.1.31 ２４２人 

（２） 

第１回人権学習会 

＊講話 

「人権・差別について考える」 

＊講師 児童生徒支援加配 

受講生・講師 2014.4.25 ８１人 

第２回人権学習会 

＊講話 

「人権問題とえん罪」 

＊講師 吉國 広文さん 

受講生・講師 

・地域住民 
2014.7.3 ６２人 

第３回人権学習会   

＊講話 

「誇りをもって生きる」      

＊講師 宮内 礼二さん  

受講生・講師 

・地域住民 
2014.10.2 ４９人 

第４回人権学習会 

＊講話 

「あなたが生きることは 

私が生きること」 

＊講師  河野 義行さん 

受講生・講師 

・地域住民 
2014.11.20 ７２人 

第５回人権学習会 

＊講話「出会いから学んでいること」 

＊講師 今村 和代さん 

受講生・講師 

・地域住民 
2015.3 .15 ７５人 

 

 



４ 地域交流事業 

（１） 

一 

 

般 

 

教 

 

室 

教室名 月回数 実施曜日 受講者数 地域内 地域外 

絵手紙 ２回 第１・３月曜日 １４ ０ １４ 

着物着付け ２回 第２・４月曜日 １５ １ １４ 

パソコン ４回 毎週火曜日 ３３ ３ ３０ 

フラワーアレンジメント  ２回 第２・４火曜日 １５ ４ １１ 

識字 ４回 毎週水曜日 １ １ ０ 

津軽三味線 ２回 第１・３水曜日 ８ １ ７ 

元気体操 ２回 第２・４水曜日 ２４ ０ ２４ 

ヨガ ２回 第１・３木曜日 ２３ ２ ２１ 

舞踊 ４回 毎週金曜日 １２ ２ １０ 

受講者合計  １４５ １４ １３１ 

 

教室名 対象者 延べ回数 延べ人員 

補充学習会（小学校） 小学１－６年生 １２６ ２８８ 

補充学習会（中学校） 中学１－３年生 ７０ ３３５ 

（２） 

解 

放 

学 

習 

会 

人 

権 

学 

習 

会 

教室名 対象者 延べ回数 延べ人員 

小学校解放学習会 小学４－６年生 ２３ １３２ 

中学校解放学習会 全中学生 ２０ ３９ 

各種人権学習会 教室受講者 

地域住民他 
６ ５８１ 

 

５ 人権啓発センターだより発行 

発行回数  → ４回 対象者  →  地域住民 

 

６ 人権啓発センター職員の資質の向上 

全国隣保館連絡協議会・鹿児島県隣保館連絡協議会主催の研修会 

① 全国隣保館九州ブロック学習会 

② 全国隣保館九州ブロック職員研修会 

  ③ 鹿児島県隣保館女性職員研修会 

  ④ 鹿児島県隣保館職員研修会 

各種研修会 

  ① 霧島市・霧島市教育委員会の主催する人権同和問題に関する研修会 

  ② 鹿児島県人権・同和教育研究協議会の主催する研修会 

  ③ 姶良地区人権・同和教育研究協議会の主催する研修会 

  ④ 霧島市人権・同和教育研究協議会の主催する研修会 

  ⑤ 部落解放同盟鹿児島県連合会及び隼人支部の主催する研修会 

⑥ その他運動体の主催する研修会 



審議事項② 

平成 2７年度 人権啓発センター運営方針（案） 

 

（人権啓発センターの目的） 

 人権啓発センター（隣保館）は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発

の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、同和問題を

はじめ、生活上の各種相談・事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的

に行うものとする。 

 

 

（人権啓発センターの運営方針） 

１ 人権啓発センターの目的を達成するため、地域住民の理解と信頼を得つつ、

地域社会に密着し、また、地域住民の生活課題に応じた事業計画を長期的展望

の下に毎年度策定し、その計画に基づいて事業を実施します。 

 

２ 人権啓発センターの運営に当たっては、地域住民の自立の支援を基本とする

とともに、関係機関との連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



審議事項③ 

平成 2７年度 人権啓発センター事業計画（案） 

 

１ 社会調査及び研究事業 

  事業を実施するうえで最低限の基本資料として、地域内の世帯数、男女別人

口、年齢階層別人口及び就学状況を把握し、センターの運営にいかします。 

 

２ 相談事業 

  地域住民に対し、生活上の相談、人権にかかわる相談に応じて適切な助言指

導を行います。 

（１）職業相談 

毎月 20 日を職業相談日と定め、国分公共職業安定所と連携のもとに、雇

用保険受給手続き関係、その他職業についての相談・指導に当たります。 

 

（２）生活相談 

    住宅資金、税金、介護保険料、水道料金等の代理納入、国民健康保険証の

切替手続き、国民年金の免除申請の事務手続き、介護保険の事務手続き等、

地域住民の生活相談に応えます。 

 

（３）健康相談 

    保健センターと連携して乳幼児・子育て支援、栄養相談、健康相談、そ 

の他健康上の指導に当たります。 

 

（４）人権相談 

   関係機関と連携しながら相談に当たります。 

 

（５）教育相談 

児童生徒支援加配教諭と連携し、相談・指導に当たります。さらに支援が

必要な家庭については、必要に応じて関係する教育・福祉行政機関等との連

携をはかり、相談・指導を行います。 

 

（６）地域巡回相談（安心見守り活動） 

    一人暮らしや昼間の引きこもりがちな高齢者が急増している実態をふまえ、

高齢者を対象とした巡回相談を実施します。   

   

３ 啓発・広報活動事業 

地域住民に対して、広く人権に関する理解を深めるため、日常生活に根ざ 

した啓発・広報活動を行います。 

（１）部落解放同盟主催による研究集会に積極的に参加し、啓発に努めます。 

（２）人権啓発センター教室生及び利用者に対し、部落問題学習をはじめと 

する人権学習会を実施します。 



４ 地域交流事業 

地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリェーション、教養・文化活 

動等地域住民の交流を図ります。 

 

（１）一般教室 

教室名 月回数 実施曜日 

絵手紙 ２回 第１・３月曜日 

着物着付け ２回 第２・４月曜日 

パソコン ４回 毎週火曜日 

フラワーアレンジメント ２回 第２・４火曜日 

識字 ４回 毎週水曜日 

津軽三味線 ２回 第１・３水曜日 

元気体操 ２回 第２・４水曜日 

ヨガ ２回 第１・３木曜日 

舞踊 ４回 毎週金曜日 

小学校補充学習会 
対象者 

全学年 

中学校補充学習会 全学年 

 

（２）小中学校解放学習会ならびに人権学習会 

 

 

（３）教養・文化活動 

高齢者サロン 対象者 地域住民他 

 

 

５ 人権啓発センターだよりの発行 

  年４回発行 

 

 

６ 人権啓発センター職員の資質の向上 

各種研修会や、全国隣保館連絡協議会・鹿児島県隣保館連絡協議会が主催す

る研修会に積極的に参加し、人権啓発センター職員としての資質の向上に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

小学校解放学習会 

対象者 

小学４～６年生 

中学校解放学習会 全中学生 

各種人権学習会 教室受講者、地域住民他 



審議事項④ 

啓発センター補修改修工事について 

 

 

  地方改善施設整備費補助金（施設整備費）を活用して改修工事を計画 

 ・国県補助事業（国 1/2、県 1/4、市 1/4） 

 ・事 業 名：隣保館施設整備事業（大規模修繕） 

 ・補助事業名：（国）地方改善施設整備費補助金 

（県）鹿児島県社会福祉施設等施設整備費補助金 

 （経緯） 

 

 

◆今後のスケジュール（平成 25年薩摩川内市 入来会館の例に依る） 

    

 

 

 

平成２２年度 当補助金について、平成 23年度から平成 27年度ま

での 5年間を目処とした「特定補助金」とする方針

が決定 

 ↓ 

 全隣協より、改修が必要な施設については 27年度を

目処に同補助金を活用するよう各施設に照会があっ

た。 

 ↓ 

 当センターについては、平成 10年度（築 19年）に

外壁吹き付け及び内壁・床の張替え、配電関係等の全

面改修工事を行ったが、その後 15年を経過し施設の

老朽化が見られることや、現在の利用状況などから改

修が必要と判断 

 ↓ 

平成２４年度～ 改修ポイントの洗い出し 

平成 26年度  耐震診断済。補強工事の必要なし。 

平成 27年 4月 県同和対策課打合せ 

5月 地域住民を含めた改修案の検討・決定 

6月 建築住宅課へ設計・工事費見積依頼 

平成 28年 1月 県へヒアリング資料提出 

2月 国ヒアリング 

6月 内示 

9月 補正予算 

 着工 

  


